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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光信号と電気信号の両方を伝送する光電フレキシブル配線板を、コネクタを用いて基板
に接続する光電フレキシブル配線板の接続構造であって、
　前記コネクタは、前記光電フレキシブル配線板の端部が挿入可能な断面凹状のガイド穴
と、
　　前記ガイド穴の天井面に幅方向に配列された複数のコンタクトと、
　　前記ガイド穴の天井面に設けられた光素子とを備えており、
　前記基板には前記コネクタ及び光電変換可能な前記光素子のドライバーが実装されてお
り、
　前記光電フレキシブル配線板は、その表面上における前記コンタクトに各々接触可能な
位置に幅方向に配設されており且つ全長が光電フレキシブル配線板の全長と略同じである
複数の電気伝送路と、
　　内部に設けられており且つ全長が光電フレキシブル配線板の全長と略同じである光伝
送路と、
　　前記端部表面における前記光素子に対向可能な位置に設けられた光信号入出口と、
　　前記光伝送路の端部内における前記光信号入出口に対向した位置に配設されており且
つ当該光導波路を直角に曲げるための導波路ミラーとを備えていることを特徴とする光電
フレキシブル配線板の接続構造。
【請求項２】



(2) JP 4711895 B2 2011.6.29

10

20

30

40

50

　請求項１記載の光電フレキシブル配線板の接続構造において、
　前記光素子が前記コンタクトの配列方向の最も外側に配置されており、
　前記光伝送路が前記電気伝送路の配列方向の最も外側に配置されていることを特徴とす
る光電フレキシブル配線板の接続構造。
【請求項３】
　請求項１記載の光電フレキシブル配線板の接続構造において、
　前記コネクタは、ガイド穴の長さ方向の両端部に各々設けられた一対の凸部を更に備え
ており、
　前記光電フレキシブル配線板は、前記端部の両端部に各々設けられており且つ前記凸部
に嵌合可能な凹状の一対の固定部を更に備えていることを特徴とする光電フレキシブル配
線板の接続構造。
【請求項４】
　請求項１記載の光電フレキシブル配線板の接続構造において、
　前記コネクタは、前記光電フレキシブル配線板の端部が前記ガイド穴に挿入された状態
で固定するスライダを更に備えていることを特徴とする光電フレキシブル配線板の接続構
造。
【請求項５】
　請求項１記載の光電フレキシブル配線板の接続構造において、
　本体と、表示部を兼ねる蓋体と、前記本体と前記蓋体とを回動自在に連結するヒンジ軸
とを備えた情報処理端末装置に適用されるものであり、
　前記本体は、前記基板である本体側の実装基板と、前記コネクタである本体側のコネク
タとを備え、
　前記蓋体は、前記基板である蓋体側の実装基板と、前記コネクタである蓋体側のコネク
タとを備え、
　前記光電フレキシブル配線板は、前記本体側のコネクタのガイド穴に挿入可能な一方の
端部と、前記蓋体側のコネクタのガイド穴に挿入可能な他方の端部とを備えていることを
特徴とする光電フレキシブル配線板の接続構造。
【請求項６】
　請求項１記載の光電フレキシブル配線板の接続構造に用いられるコネクタにおいて、
　前記光電フレキシブル配線板の端部が挿入可能な断面凹状のガイド穴が設けられたボデ
ィと、
　前記ボディのガイド穴の天井面に前記光電フレキシブル配線板の表面上の前記電気伝送
路に各々対応して幅方向に配列された複数のコンタクトと、
　前記ボディのガイド穴の天井面における前記光電フレキシブル配線板の表面上の光信号
入出口に対向可能な位置に配設された前記光素子とを備えており、
  前記コンタクトは、前記ボディに埋設された中間部と、前記ガイド穴の天井面から露出
する一端部と、前記ボディの背面から突出し前記基板に接続される他端部とを有している
ことを特徴とするコネクタ。
【請求項７】
　請求項６記載のコネクタにおいて、
前記光素子が前記コンタクトの配列方向の最も外側に配置されていることを特徴とするコ
ネクタ。
【請求項８】
　請求項１記載の光電フレキシブル配線板の接続構造に用いられる光電フレキシブル配線
板において、
　端部が前記コネクタのガイド穴に挿入可能な板状ベースと、
　前記板状ベースの表面上における前記コンタクトに各々接触可能な位置に幅方向に配設
されており且つ全長が光電フレキシブル配線板の全長と略同じである複数の電気伝送路と
、
　前記板状ベースの内部に設けられており且つ全長が光電フレキシブル配線板の全長と略
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同じである光伝送路と、
　前記板状ベースの端部表面における前記光素子に対向可能な位置に設けられた光信号入
出口と、
　前記光伝送路の端部内における前記光信号入出口に対向した位置に配設されており且つ
当該光導波路を直角に曲げるための導波路ミラーとを備えることを特徴とする光電フレキ
シブル配線板。
【請求項９】
　請求項８記載の光電フレキシブル配線板において、
　前記光伝送路が前記電気伝送路の配列方向の最も外側に配置されていることを特徴とす
る光電フレキシブル配線板。
【請求項１０】
　請求項９に記載の光電フレキシブル配線板において、
　前記板状ベースの両端部には、一対のコネクタのガイド穴の両端部に各々設けられた一
対の凸部が各々嵌合して当該板状ベースの抜け止めをする一対の固定部が設けられている
ことを特徴とする光電フレキシブル配線板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光信号と電気信号の両方を１枚のフレキシブル基板で伝送する光電フレキシ
ブル配線板をリジッド基板等の他の基板に接続するための光電フレキシブル配線板の接続
構造、並びにその光電フレキシブル配線板の接続構造に使用されるコネクタ及び光電フレ
キシブル配線板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の高速通信ネットワークを支える情報処理端末装置には高速パフォーマンスが要求
されており、そのような要求に応えるものの一つとして、光信号と電気信号の両方を一枚
の基板で伝送する光電気混載基板が開発されている。光電気混載基板の特徴は、複数の電
気伝送路と平行に光伝送路が配置されている点にある。そして、そのような光電気混載基
板の一種として、優れた屈曲性を有する光電フレキシブル配線板が提案されている（特許
文献１～３）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２２７９５１号公報
【特許文献２】特開２００４－０３１５０８号公報
【特許文献３】特開２００５－３００９３０号公報
【０００４】
　光電フレキシブル配線板は、その優れた屈曲性を生かして回動部を有する情報処理端末
装置、例えば本体と表示部を兼ねる蓋体がヒンジ軸により回動可能に連結された携帯電話
機、ＰＤＡ、パソコン、ゲーム機等において、その本体側の電気回路と蓋体側の電気回路
とを接続するのに使用されている。この場合、光電フレキシブル配線板は、本体側のリジ
ットな実装基板と蓋体側のリジットな実装基板との間に一組のコネクタを用いて接続され
る。より具体的には、両側の実装基板に実装された一組のプラグ状のコネクタに光電フレ
キシブル配線板の両端部が挿入され、両側の実装基板とそれぞれ接続される。
【０００５】
　光電フレキシブル配線板の接続構造の従来例を図１４に示す。図中Ａは例えば二つ折り
タイプの携帯電話機における本体、Ｂは同携帯電話機における蓋体である。本体Ａ内のリ
ジットな実装基板１ａと蓋体Ｂ内のリジットな実装基板１ｂが光電フレキシブル配線板２
により接続されている。光電フレキシブル配線板２は、複数本の電気伝送路６と共に光伝
送路７（光導波路）を有しており、且つ光信号を電気信号に変換するための光素子３及び
そのドライバー４を両方の端部近傍に有している。
【０００６】
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　一方、実装基板１ａ，１ｂにはプラグ状のコネクタ５，５が実装されており、これらに
光電フレキシブル配線板２の両端部を挿入することにより、実装基板１ａ，１ｂが光電フ
レキシブル配線板２を介して接続される。コネクタ５，５の各内部、及び光電フレキシブ
ル配線板２の両端部には、伝送路の全数に対応する個数の通電用のコンタクトが設けられ
ている。
【０００７】
　つまり、従来の光電フレキシブル配線板２は、配線板上で光伝送は行うものの、これに
接続される実装基板１ａ，１ｂとの整合のために、実装基板から配線板内への信号の取り
入れ、配線板内から実装基板への信号の取り出しは電気信号で行う必要があり、このため
に、配線板の両端部上に光電変換を行う光素子３，３及びそのドライバー４，４を搭載し
ているのである。
【０００８】
　しかしながら、このような従来の光電フレキシブル配線板２及びその接続構造には、配
線板の両端部上に光素子３，３及びそのドライバー４，４を搭載することに関連して次の
ような問題がある。
【０００９】
　光電フレキシブル配線板２の全長Ｌ１に比べて光電フレキシブル配線板２における光伝
送区間の長さＬ２、すなわち実質な光伝送路長が短くなる。このため光電フレキシブル配
線板２が必要以上に大型化し、小型機器への展開が困難となる。これが第１の問題である
。
【００１０】
　光電フレキシブル配線板２において、光素子３，３及びそのドライバー４，４を搭載す
る両端の実装部は、光伝送区間の部分にくらべて屈曲性が著しく劣るので、本来の屈曲性
は光素子３，３の間で確保する必要があり、全長から想定されるほどの屈曲性は確保され
ない。このため、二つ折りタイプの携帯電話機といった、優れた屈曲性を要求される用途
への適用は困難である。これが第２の問題である。
【００１１】
　第３の問題は、光電フレキシブル配線板２の製造において光素子３，３及びそのドライ
バー４，４の実装工程が必要となるため、配線板コストが高くなることである。
【００１２】
　第４の問題は、光電フレキシブル配線板２の全長Ｌ１に比べて実質な光伝送路長が制限
されることである。すなわち、光電フレキシブル配線板２の両端部（光素子３，３より先
の部分）においては、光伝送路は存在せず、電気伝送路（銅線パターン）で、光伝送され
るべき高速デジタル信号の伝送が行われる。このため、光伝送のメリットを十分に享受で
きない。具体的には、この電気伝送路でＥＭＣ特性の悪化、信号伝送特性の悪化等の問題
が生じる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明はかかる事情に鑑みて創案されたものであり、光電フレキシブル配線板における
光伝送路長を最大限長く確保でき、これにより光電フレキシブル配線板の小型化を可能に
すると共に、優れた屈曲性、光伝送特性を確保することができる光電フレキシブル配線板
の接続構造、並びに光電フレキシブル配線板用のコネクタ及び光電フレキシブル配線板を
提供することを目的する。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するために、本発明に係る光電フレキシブル配線板の接続構造は、光信
号と電気信号の両方を伝送する光電フレキシブル配線板を、コネクタを用いて基板に接続
する光電フレキシブル配線板の接続構造であって、前記コネクタは、前記光電フレキシブ
ル配線板の端部が挿入可能な断面凹状のガイド穴と、前記ガイド穴の天井面に幅方向に配
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列された複数のコンタクトと、前記ガイド穴の天井面に設けられた光素子とを備えており
、前記基板には前記コネクタ及び光電変換可能な前記光素子のドライバーが実装されてお
り、前記光電フレキシブル配線板は、その表面上における前記コンタクトに各々接触可能
な位置に幅方向に配設されており且つ全長が光電フレキシブル配線板の全長と略同じであ
る複数の電気伝送路と、内部に設けられており且つ全長が光電フレキシブル配線板の全長
と略同じである光伝送路と、前記端部表面における前記光素子に対向可能な位置に設けら
れた光信号入出口と、前記光伝送路の端部内における前記光信号入出口に対向した位置に
配設されており且つ当該光導波路を直角に曲げるための導波路ミラーとを備えていること
を特徴とする。
【００１５】
　本発明に係る光電フレキシブル配線板の接続構造においては、本来なら光電フレキシブ
ル配線板の光伝送路に設けられる光素子及びそのドライバーが前記光電フレキシブル配線
板から排除されているために、配線板の一端部から他端部まで、すなわち配線板の略全長
にわたって光伝送路を配設することができる。換言すれば、高速伝送に有効で優れた屈曲
性をもつ光伝送路の長さが、光素子やドライバーによって犠牲にされず、その光伝送路の
長さを可及的に大きくすることができるのである。
【００１６】
　光電フレキシブル配線板から排除された光素子は、コネクタに搭載することにより光電
フレキシブル配線板に搭載されている場合と同様に光電気変換を行うことができ、機能上
の障害は発生しない。ドライバーについては、光素子と共にコネクタに搭載することもで
きるが、配線構造の複雑化回避、コネクタの大型化回避等の点から、コネクタが実装され
る別の基板に搭載するのが好ましい。
【００１７】
　コネクタにおける光素子の配置位置については、光電フレキシブル配線板における電気
伝送路、光伝送路の配線パターン次第であり、光伝送路が配線板の中央部にあれば光素子
もコネクタの中央部に搭載され、光伝送路が側端部、すなわち電気伝送路群の外側にあれ
ば光素子もコネクタの側端部に搭載されることになるが、後者のように、コネクタ内の導
電端子（コンタクト）に挟まれない側端部に光素子を搭載すれば、コネクタ内のスペース
の有効利用が図られる。
【００１８】
また、本発明に係るコネクタは、前記光電フレキシブル配線板の端部が挿入可能な断面凹
状のガイド穴が設けられたボディと、前記ボディのガイド穴の天井面に前記光電フレキシ
ブル配線板の表面上の前記電気伝送路に各々対応して幅方向に配列された複数のコンタク
トと、前記ボディのガイド穴の天井面における前記光電フレキシブル配線板の表面上の光
信号入出口に対向可能な位置に配設された前記光素子とを備えており、前記コンタクトは
、前記ボディに埋設された中間部と、前記ガイド穴の天井面から露出する一端部と、前記
ボディの背面から突出し前記基板に接続される他端部とを有していることを特徴とする。
【００１９】
　本発明に係るコネクタにおいては、光電変換を行う光素子が、光電フレキシブル配線板
の光伝送路に対応する位置に搭載されているので、光電フレキシブル配線板から光素子及
びそのドライバーを排除することができる。このために、配線板の全長と光伝送路の長さ
を実質的に一致させることができ、高速伝送に有効で優れた屈曲性をもつ光伝送路の長さ
が光素子やドライバーによって犠牲になる事態を回避できる。
【００２０】
　また、このコネクタにおいては、コネクタに接続された光電フレキシブル配線板の光伝
送路と、コネクタに搭載された光素子との位置合わせが重要となる。このため、光電フレ
キシブル配線板の端部が挿入され、その端部挿入により、光電フレキシブル配線板の光伝
送路が当該コネクタ内の光素子に位置合わせされるガイド穴を設けたプラグ状のコネクタ
とするのが好ましい。
【００２１】
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　コネクタにおける光素子の配置位置については、光電フレキシブル配線板における電気
伝送路、光伝送路の配線パターン次第であり、光伝送路が配線板の中央部にあれば光素子
もコネクタの中央部に搭載され、光伝送路が端、すなわち電気伝送路群の外側にあれば光
素子もコネクタの側端部に搭載されることになるが、後者のように、コネクタ内の導電端
子（コンタクト）に挟まれない側端部に光素子を搭載すれば、コネクタ内のスペースの有
効利用が図られる。
【００２２】
また、本発明に係る光電フレキシブル配線板は、端部が前記コネクタのガイド穴に挿入可
能な板状ベースと、前記板状ベースの表面上における前記コンタクトに各々接触可能な位
置に幅方向に配設されており且つ全長が光電フレキシブル配線板の全長と略同じである複
数の電気伝送路と、前記板状ベースの内部に設けられており且つ全長が光電フレキシブル
配線板の全長と略同じである光伝送路と、前記板状ベースの端部表面における前記光素子
に対向可能な位置に設けられた光信号入出口と、前記光伝送路の端部内における前記光信
号入出口に対向した位置に配設されており且つ当該光導波路を直角に曲げるための導波路
ミラーとを備えることを特徴とする。
【００２３】
　本発明に係る光電フレキシブル配線板においては、光信号の伝送路を当該配線板の一端
部から他端部まで延在している。このため、光電フレキシブル配線板の全長と光伝送路長
がほぼ同じになる。また、高速デジタル信号がその光号伝送路により、前記配線板の一端
部から他端部まで伝送される。このため、当該配線板上で高速デジタル信号が電気伝送路
を通過する事態が回避される。
【００２４】
前記板状ベースの端部は、具体的にはコネクタに挿入される部分である。このコネクタに
光素子及びドライバーが搭載されることにより、上記配線板構造が可能になることは前述
したとおりである。
【００２５】
前記板状ベースの両端部には、一対のコネクタのガイド穴の両端部に各々設けられた一対
の凸部が各々嵌合して当該板状ベースの抜け止めをする一対の固定部を設けることができ
る。この固定部により、光電フレキシブル配線板のコネクタからの不用意な脱離が防止さ
れる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明に係る光電フレキシブル配線板の接続構造は、光電フレキシブル配線板に付随す
る光素子及びそのドライバーを光電フレキシブル配線板から排除して、その光素子をコネ
クタに搭載したことにより、光伝送路の長さを配線板の全長と同等まで長くすることがで
きる。このため、必要な光伝送路長を確保する場合に、光電フレキシブル配線板が小型化
され、小型機器への展開が容易となる。また、屈曲性が劣る実装部が排除されることによ
り、光電フレキシブル配線板の屈曲性が向上し、且つその製造コストの低減が可能となる
。更に、光電フレキシブル配線板上で光電気変換を行わないため、配線板での光伝送特性
の低下が阻止され、有効なＥＭＣ対策、信号劣化対策が講じられる。
【００２８】
　また、本発明に係る光電フレキシブル配線板用のコネクタは、光電フレキシブル配線板
の光伝送路に対応する位置に光素子が搭載されているので、光電フレキシブル配線板から
光素子及びそのドライバーを排除することができる。これにより、光電フレキシブル配線
板における光伝送路の長さを配線板の全長と同等まで長くすることができ、必要な光伝送
路長を確保する場合に光電フレキシブル配線板が小型化され、小型機器への展開が容易と
なる。また、屈曲性が劣る実装部が光電フレキシブル配線板から排除されることにより、
光電フレキシブル配線板の屈曲性が向上し、且つその製造コストが低減される。更に、光
電フレキシブル配線板上で光電気変換を行う必要がなくなるため、配線板での光伝送特性
の低下が阻止され、有効なＥＭＣ対策、信号劣化対策が講じられることになる。
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【００２９】
　また、本発明に係る光電フレキシブル配線板は、基板の両端部から光素子及びそのドラ
イバーの搭載部が排除され、光伝送路及び電気伝送路の両方が基板の両端部まで延在し、
各伝送路の両端部に各信号の入出口が設けられている。このため、屈曲性に優れており、
基板幅の縮小も可能になる。配線板上での光信号から電気信号への変換がなくなり、高速
デジタル信号が電気伝送路を伝送する事態が回避されるので、ＥＭＣ特性の劣化、高速デ
ジタル信号の伝送特性の劣化を防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下に本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。図１は本発明の一実施形態
を示す光電フレキシブル配線板の配線構造の概略構成図、図２は同配線構造における光電
フレキシブル配線板及びコネクタの使用状態を示す斜視図、図３は同コネクタの使用状態
を示す背面側からの斜視図、図４は同コネクタの正面側からの斜視図、図５は同コネクタ
の横断平面図で図４中のＡ－Ａ線矢示図である。
【００３１】
　本実施形態に係る光電フレキシブル配線板の配線構造は、図１に示すように、回動部を
有する情報処理端末装置、例えば本体１０と表示部を兼ねる蓋体２０がヒンジ軸により回
動可能に連結された携帯電話機、ＰＤＡ、パソコン、ゲーム機等において、その本体側の
電気回路と蓋体側の電気回路とを接続するのに適用されている。
【００３２】
　本体１０は筐体１１内に実装基板１２を内蔵しており、本体１０に回動可能に連結され
た蓋体２０も、本体１０と同様に筐体２１内に実装基板２２を内蔵している。本体側の実
装基板１２と蓋体側の実装基板２１は、いずれもリジット基板であって、本体１０と蓋体
２０の回動を阻害しないために光電フレキシブル配線板３０により接続されており、この
接続のために、実装基板１２，２２の対向端部上にはプラグタイプのコネクタ４０，５０
が実装されている。
【００３３】
　光電フレキシブル配線板３０は、フレキシブルな板状ベース３１と、板状ベース３１の
表面に銅等により並列状にプリント形成された複数本の電気伝送路３２と、電気伝送路３
２に沿って板状ベース３１中に埋設された光伝送路３３とを備えている。複数本の電気伝
送路３２は板状ベース３１の幅方向に所定間隔で配列されており、それぞれは板状ベース
３１の全長にわたって設けられている。
【００３４】
　光電フレキシブル配線板３０で特徴的なのは光伝送路３３の構造である。この光伝送路
３３は、電気伝送路３２の列の更に外側に、板状ベース３１の全長にわたって連続かつ平
行に設けられている。これにより、光電フレキシブル配線板３０からは、光電変換を行う
光素子及びそのドライバーが排除されている。すなわち、光伝送路３３は光電フレキシブ
ル配線板の一端から他端まで連続して設けられており、その両端の信号入出口は光電フレ
キシブル配線板３０の両端面に露出開口しているのである。
【００３５】
　コネクタ４０，５０は実質的に同じ構造のプラグタイプであり、その構造を一方のコネ
クタ４０について図２～図５により説明する。コネクタ４０は、光電フレキシブル配線板
３０の横幅より長い横幅をもつ横長の角形の樹脂ボディ４１を有している。樹脂ボディ４
１の正面には、光電フレキシブル配線板３０の端部が挿入される横長のガイド穴４２が設
けられている。
【００３６】
　この樹脂ボディ４１内には、光電フレキシブル配線板３０における電気伝送路３２の本
数に対応する個数のコンタクト４３が、インサート成形により設けられている。複数のコ
ンタクト４３は、光電フレキシブル配線板３０における複数本の電気伝送路３２に各対応
しており、電気伝送路３２と同じ間隔で樹脂ボディ４１中に設けられている。
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【００３７】
　各コンタクト４３の一端部は、光電フレキシブル配線板３０の端部がガイド穴４２に挿
入されたときに、その上面の電気伝送路３２に圧接する接触端子として機能するように、
ガイド穴４２の天井面に沿って正面側へ直線状に突出している。各コンタクト４２の他端
部は、実装基板１２上への実装固定及び実装基板１２上の電気回路との接続のための接続
端子として、樹脂ボディ４１の後側にＬ状に突出している。
【００３８】
　樹脂ボディ４１内には又、光電変換を行う光素子４５が、光電フレキシブル配線板３０
の光伝送路３３に対応して設けられている。光素子４５は、光伝送路３３が光電フレキシ
ブル配線板の側縁部（電気伝送路列の外側）にあることから、樹脂ボディ４１の側端部、
より詳しくは複数のコンタクト４３の更に外側に位置している。そして、光電フレキシブ
ル配線板３０の端部がガイド穴４２に挿入されたときに、光伝送路３３の端面の信号入出
口に対向するように、光素子４５はガイド穴４２の奥に正面を向いて配置されている。
【００３９】
　光素子４５の接続端子４６は、実装基板１２上への実装固定及び実装基板１２上の電気
回路との接続のために、コンタクト４３の接続端子と同様に樹脂ボディ４１の後側にＬ状
に突出している。
【００４０】
　コネクタ４０内の光素子４５を駆動するドライバー６０は、コネクタ４０と共に実装基
板１２上に実装されている。
【００４１】
　蓋体２０内のコネクタ５０についても実装基板２２の端部上に実装され、光電フレキシ
ブル配線板３０の光伝送路３３に対応する光素子５５を内蔵している。光素子５５を駆動
するドライバー７０は、コネクタ５０と共に実装基板２２上に実装されている。
【００４２】
　本実施形態に係る光電フレキシブル配線板の配線構造においては、電子機器の本体１０
内の実装基板１２と蓋体２０内の実装基板２２との間がコネクタ４０、光電フレキシブル
配線板３０及びコネクタ５０を介して電気的及び光学的に接続される。すなわち、光電フ
レキシブル配線板３０の一端部をコネクタ４０に差し込み、他端部をコネクタ５０に差し
込むことにより、実装基板１２，２２が光電フレキシブル配線板３０により光電的に接続
される。
【００４３】
　具体的に説明すると、光電フレキシブル配線板３０の一端部をコネクタ４０のガイド穴
４２に挿入することにより、複数本のコンタクト４３の各接触端子が、光電フレキシブル
配線板３０の表面に配設された複数本の電気伝送路３２の対応する端部（信号入出口）に
接触する。これにより、コネクタ４０内のコンタクト４３、光電フレキシブル配線板３０
の電気伝送路３２及びコンタクト５０内のコンタクトを介して、実装基板１２，２２間で
の電気信号の伝送が行われる。
【００４４】
　光信号の伝送については、光電フレキシブル配線板３０の一端部をコネクタ４０のガイ
ド穴４２に挿入することにより、光電フレキシブル配線板３０の光伝送路３３の端面（信
号入出口）が、コネクタ４０内の光素子４５に対向する。これにより、コネクタ４０，５
０内の光素子４５，５５が、光電フレキシブル配線板３０の光伝送路３３を介して接続さ
れる。この結果、次のようにして光信号の伝送が行われる。
【００４５】
　例えば、コネクタ４０内の光素子４５により電気信号が光信号に変換され、光電フレキ
シブル配線板３０の光伝送路３３を通ってコネクタ５０内の光素子５５に伝送され、ここ
で再度電気信号に変化される。或いは、コネクタ５０内の光素子５５により電気信号が光
信号に変換され、光電フレキシブル配線板３０の光伝送路３３を通ってコネクタ４０内の
光素子４５に伝送され、ここで再度電気信号に変化される。
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【００４６】
　ここでは、光電フレキシブル配線板３０の光伝送路３３に付随する光素子４５，５５及
びドライバー６０，７０が光電フレキシブル配線板３０上になく、これらは実装基板１２
，２２上に搭載されている。このため、光電フレキシブル配線板３０の端から端まで、す
なわち全長が屈曲自在な光伝送区間となり、光素子４５，５５等でこれが阻害される場合
に比べて屈曲性が向上する。すなわち、光電フレキシブル配線板３０の長さが同じとすれ
ば屈曲性が向上し、同じ屈曲性を確保する場合は光電フレキシブル配線板３０の長さを短
縮することができる。
【００４７】
　光電フレキシブル配線板３０上に光素子４５，５５及びドライバー６０，７０を実装し
ないことにより、光電フレキシブル配線板３０における実装コストを低減でき、光電フレ
キシブル配線板３０の経済性を高めることができる。
【００４８】
　また、光電フレキシブル配線板３０上で光電気変換が行われなくなるため、光電フレキ
シブル配線板３０での光伝送特性の低下が阻止され、ＥＭＣ対策、信号劣化対策上、非常
に有利となる。
【００４９】
　図６は本発明の別の実施形態を示すコネクタの斜視図、図７は同コネクタの横断平面図
で図６中のＢ－Ｂ線矢示図である。
【００５０】
　本実施形態は、図１～図５に示す実施形態と比べて、コネクタ４０における光素子４５
の位置が相違する。すなわち、図１～図５に示す実施形態では、光素子４５はガイド穴４
２の奥面、すなわち挿入された光電フレキシブル配線板３０の端面が対向する位置にあっ
たが、本実施形態では、光素子４５は、ガイド穴４２に挿入された光電フレキシブル配線
板３０の端部上面に対向する位置にあり、光電フレキシブル配線板３０の光伝送路３３に
対して垂直に配置されているのである。このために、光電フレキシブル配線板３０の光伝
送路３３の両端部においては、基板内の光導波路を直角に折り曲げる導波路ミラーが設け
られ、信号入出口が基板の表面に開口している。
【００５１】
　光素子４５の接続端子４６は、実装基板１２上への実装固定及び実装基板１２上の電気
回路との接続のために、コンタクト４３の接続端子と同様に樹脂ボディ４１の後側にＬ状
に突出している。
【００５２】
　図８は本発明の更に別の実施形態を示す光電フレキシブル配線板の配線構造の概略構成
図で側面図、図９は同配線構造の平面図、図１０は同配線構造の横断平面図で図８中のＣ
－Ｃ線断面図、図１１及び図１２は同配線構造における光電フレキシブル配線板及びコネ
クタの関係を示す縦断側面図である。
【００５３】
　本実施形態においては、図６及び図７に示す実施形態と同様に、コネクタ４０における
光素子４５が、光電フレキシブル配線板３０の光伝送路３３に対して垂直になるように配
置されており、より具体的にはガイド穴４２に挿入された光電フレキシブル配線板３０の
端部上面に対向するようにガイド穴４２の天井面に下向きに設けられている。光素子４５
のリード部は、樹脂ボディ４１内に埋設されており、その先端部は、実装基板１２上への
実装固定及び実装基板１２上の電気回路との接続のための接続端子４６として、コンタク
ト４３の接続端子と同様に、樹脂ボディ４１の下端部後面から実装基板１２に沿うように
突出している。
【００５４】
　光電フレキシブル配線板３０は、フレキシブルな板状ベース３１を備えている。板状ベ
ース３１の表面、より具体的には表面の一側部を除く部分には、複数本の電気伝送路３２
が全長にわたって並列状にプリントされている。板状ベース３１の一側部には、複数本の
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光伝送路３３が一端部から他端部にかけて並列に埋設されている。各光伝送路３３の両端
部では、光伝送路３３における光導波路を上方へ直角に折り曲げる導波路ミラー３５が設
けられており、信号入出口３６が板状ベース３１の上表面に開口している。これにより、
光電フレキシブル配線板３０の端部をコネクタ４０のガイド穴４２に挿入したときに、各
光伝送路３３の信号入出口３６が光素子４５と対向する。
【００５５】
　光電フレキシブル配線板３０の端部には又、凹状の固定部３９，３９が両エッジ部に位
置して設けられている。凹状の固定部３９，３９は、光電フレキシブル配線板３０の端部
をコネクタ４０のガイド穴４２に挿入した状態で、ガイド穴４２内に突出する両側の凸部
４９，４９と嵌合し、この嵌合により光電フレキシブル配線板３０の挿入端部を抜け止め
する。
【００５６】
　図１３は本発明の更に別の実施形態を示す光電フレキシブル配線板の主要部の縦断側面
図である。
【００５７】
　本実施形態は図８～図１２に示した実施形態と比べて光電フレキシブル配線板３０が相
違する。本実施形態での光電フレキシブル配線板３０は、図１～図５に示した実施形態と
同様に、板状ベース３１中の光伝送路３３がそのベースの一端から他端へ全長にわたって
配設されており、両端の信号入出口３６は板状ベース３１の両端面に長手方向に開口して
いる。コネクタ４０，５０における光素子４５，５５についても、図１～図５に示した実
施形態と同様に、光電フレキシブル配線板３０の両端部がコネクタ４０，５０のガイド穴
に挿入された状態で両端の信号入出口３６に正対するようにガイド穴の奥面に取付けられ
ている。他の構造は図８～図１２に示した実施形態と同じである。
【００５８】
　本実施形態でも、光電フレキシブル配線板３０の全長にわたって光伝送路３３が設けら
れている。すなわち、光電フレキシブル配線板３０のコネクタ４０，５０に挿入される両
端部間に光伝送路３３が配設されており、光電フレキシブル配線板３０上から光素子４５
，５５及びドライバー６０，７０が排除されている。このため、光電フレキシブル配線板
３０における実装コストを低減でき、光電フレキシブル配線板３０の経済性を高めること
ができる。また、光電フレキシブル配線板３０上で光電気変換が行われなくなるため、光
電フレキシブル配線板３０での光伝送特性の低下が阻止され、ＥＭＣ対策、信号劣化対策
上、非常に有利となる。
【００５９】
　これらの実施形態から分かるように、コネクタ４０，５０における光素子４５，５５は
、光電フレキシブル配線板３０の光伝送路３３の両端部端面に正対する向きに配置しても
よいし、光伝送路３３に直角方向から対向する向きに配置してもよく、特にその向きを限
定するものではない。これに伴って、光電フレキシブル配線板３０の光伝送路３３の端部
（信号入出口）は、光素子４５，５５に対向するようにこれらの向きに応じてその方向が
決定される。
【００６０】
　光電フレキシブル配線板３０の光伝送路３３は又、上述の実施形態では電気伝送路３２
の列の外側、配線板の一方の側縁部に、一列又は複数列に配置されており、これに伴って
光素子４５はコネクタ４０の側端部に設けられているが、この位置に限るものではなく、
電気伝送路３２の列の両側に配置してもよく、伝送路３２に挟まれた位置に配置してもよ
い。電気伝送路３２の列の外側に光伝送路３３を配置し、これに伴って光素子４５をコネ
クタ４０の側端部に設けた場合は、実装基板１２上におけるドライバー６０の配置スペー
スの確保が容易になることは前述したとおりである。
【００６１】
　コネクタ４０，５０に挿入された光電フレキシブル配線板３０の固定については、上述
の実施形態では凹凸嵌合を説明したが、コネクタ４０，５０のガイド穴に光電フレキシブ
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ル配線板３０を挿入した後、更にスライダーを直線的に挿入する構造を採用してもよい。
これ以外にも、コネクタ４０，５０のガイド穴にスライダーを回動により挿入する固定構
造を採用することもでき、それ以外にも様々な固定構造を採用することができる。挿入さ
れた光電フレキシブル配線板３０を確実に固定できるほど、光素子４５，５５と光伝送路
３３との位置合わせは確実かつ容易になる。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明の一実施形態を示す光電フレキシブル配線板の配線構造の概略構成図で縦
断側面図である。
【図２】同配線構造における光電フレキシブル配線板及びコネクタの使用状態を示す斜視
図である。
【図３】同コネクタの使用状態を示す背面側からの斜視図である。
【図４】同コネクタの正面側からの斜視図である。
【図５】同コネクタの横断平面図で図４中のＡ－Ａ線矢示図である。
【図６】本発明の別の実施形態を示すコネクタの斜視図である。
【図７】同コネクタの横断平面図で図６中のＢ－Ｂ線矢示図である。
【図８】本発明の更に別の実施形態を示す光電フレキシブル配線板の配線構造の概略構成
図で側面図である。
【図９】同配線構造の平面図である。
【図１０】同配線構造の横断平面図で図８中のＣ－Ｃ線断面図である。
【図１１】同配線構造における光電フレキシブル配線板及びコネクタの関係を示す縦断側
面図である。
【図１２】同配線構造における光電フレキシブル配線板及びコネクタの関係を示す縦断側
面図である。
【図１３】本発明の更に別の実施形態を示す光電フレキシブル配線板の主要部の縦断側面
図である。
【図１４】従来の光電フレキシブル配線板の配線構造の概略構成図で縦断側面図である。
【符号の説明】
【００６３】
　１０　電子機器の本体
　２０　電子機器の蓋体
　１１，２１　筐体
　１２，２２　実装基板（リジット基板）
　３０　光電フレキシブル配線板
　３１　板状ベース
　３２　電気伝送路
　３３　光伝送路
　３６　信号入出口
　４０，５０　コネクタ
　４１　ボディ
　４２　ガイド穴
　４３　コンタクト
　４５，５５　光素子
　６０，７０　ドライバー
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